
令和８年度断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム 

支援業務委託募集要領 

 

（制定）令和８年４月６日付都環公地温第 137 号 

 

１ 件名  

令和８年度断熱改修の新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム支援業務委

託 

 

２ 目的 

東京都（以下「都」という。）は、2030 年までに都内における CO2 排出量を半減し、そ

の先 2050 年までに CO2 排出量を実質ゼロとする「ゼロエミッション東京」の実現を目指

している。この実現に向けては、住宅の省エネ対策の促進が不可欠である。  

この省エネ対策の一つとして、断熱改修があり、都ではこれまで断熱改修の普及啓発事業

や助成事業を進めてきているが、普及を拡大するために、断熱効果の認知不足、改修費用、

業者選びの難しさなど消費者側の課題に加えて、人手不足、専門知識不足など断熱改修の担

い手である工務店等の課題を解決するような新サービスの創出を目的とした「断熱改修の

新サービス創出に向けたアクセラレータープログラム」を実施している。 

本業務委託では、本プログラムにおける断熱改修に関わる企業やスタートアップの公募、

審査、選定、協働プロジェクトの組成、伴走支援等のアクセラレーターが担う業務を、専門

的な知識を有し業務経験豊かな事業者へ委託することで、断熱改修の新サービス創出を目

的とする。  

 

２ 契約期間  

契約確定日から令和９年３月 31 日まで  

 

３ 委託内容  

別添「仕様書」のとおり  

 

４ 契約上限額  

50,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）  

 

 

 

 

 



５ 事業者選定までのスケジュール 実施項目  

実施項目 実施時期・期間 

（１）応募申出の受付 令和８年４月 8 日（水）から令和８年４月 20 日（月）正午まで 

（２）質問事項の受付 令和８年 4 月 8 日（水）から令和８年 4 月 22 日（水）正午まで 

（３）質問事項の回答 令和８年 5 月 1 日（金）午後５時まで 

（４）企画提案書等の提出 令和８年 4 月 21 日（火）から令和８年 5 月 14 日（木）正午まで 

（５）企画審査会の開催 令和８年 5 月 21 日（木）（予定） 

（６）審査結果の通知 令和８年 5 月 25 日（月）（予定） 

 

（１）応募申出の受付  

ア 申出期間  

令和８年４月 8 日（水）から令和８年４月 20 日（月）正午まで  

イ 申出方法  

様式１「応募申出書」に必要事項を記入し、「12 問合せ先」に記載したメールアドレスに 

提出すること。  

また、送付後は「12 問合せ先」に記載した電話番号に連絡の上、受信確認を行うこと。 

  

（２）質問事項の受付  

募集要領、仕様書の内容等について質問を受け付ける。  

ア 質問期間  

令和８年 4 月 8 日（水）から令和８年 4 月 22 日（水）正午まで  

イ 質問方法  

様式２「質問票」に質問事項を記入し、「12 問合せ先」に記載したメールアドレスに提

出すること。また、送付後は「12 問合せ先」に記載した電話番号に連絡の上、受信確認

を行うこと。なお、電話での質問等、上記以外の方法による質問は一切受け付けない。  

ウ 回答日  

令和８年 5 月 1 日（金）午後 5 時までに、原則として応募申出書を提出した者全員に、

電子メールで質問及び回答を送付する。 ※質問がなかった場合には回答は行わない。 

 



（３）応募の辞退  

ア 辞退期限  

令和８年 5 月 7 日（木）正午まで  

イ 辞退方法  

様式３「辞退届」に必要事項を記入し、「12 問合せ先」に記載したメールアドレスに 

提出すること。  

 

（４）企画提案書等の提出  

ア 提出期間  

令和８年 4 月 21 日（火）から令和８年 5 月 14 日（木）正午必着  

イ 提出書類  

（ア）企画提案書等届出書（様式４）・・・・・Ａ４縦１枚  

（イ）会社概要書（様式５）・・・・・Ａ４縦１枚  

（ウ）業務実績（様式６）・・・・・Ａ４縦２枚まで  

   スタートアップへの支援・連携実績を記載すること。 

（エ）企画提案書・・・・・Ａ４版 25 枚以内（両面カラー刷り）  

別紙「企画提案書作成要領」を参考に作成すること。  

（オ）企画提案書（要約版）・・・・・Ａ3 版１枚（両面カラー刷り）  

（カ）実施体制と配置予定担当者の経歴（様式７）・・・・・Ａ４縦１枚  

（キ）応募事業者の会計決算書（貸借対照表、損益計算書）  

対象年度は直近決算期の２年間とする。  

（ク）経費内訳書（様式任意）  

① 経費内訳書書の宛名は、「公益財団法人 東京都環境公社 理事長」とする。  

② 経費内訳書の作成に当たっては、「４ 契約上限額」に記載した額の範囲内で積 

算すること。  

③ 経費内訳書に出精値引きを記載しないこと。  

   ウ 提出方法  

提出書類を７部（社名入り１部・社名無し６部）印刷し、「12 問合せ先」に記載した 

担当宛てに郵送又は持参にて提出するとともに、「12 問合せ先」に記載したメールア 

ドレスに同様の内容を送付すること。  

※FAX による提出、電子メールのみでの提出は受け付けない。  

※社名無しの提出書類については、社名、ロゴマーク、コーポレートカラー、背景色

等の参加団体名並びに参加団体を特定及び類推できる事項を一切記載しないこと。

違反があった場合は、失格となる場合がある。  

エ 注意事項  

（ア）企画提案書に記載された提案内容に係る一切の経費は全て経費内訳に含めるも 



のとする。  

（イ）提出された企画提案書は返却しない。  

（ウ）申請受理の返信はない。  

 

７ 企画審査会の開催・審査方法  

（１）開催日程  

令和８年 5 月 21 日（木）予定  

（２）開催場所 

公社が指定する場所にて実施予定  

※審査会は対面実施だが、審査員はオンライン(ZOOM)参加の場合もある。  

（３）審査時間  

30 分（説明 20 分、質疑応答 10 分）  

（４）説明方法  

ア  事前に提出した企画提案書（要約版）を用いてプレゼンテーション及び質疑応答 

を行うこと。  

イ 必要に応じて、会場内に設置されたモニターを使用してもよいものとする。  

なお、モニターを使用する際は、各自でパソコンを持参し、公社が準備した HDMI 

ケーブルで接続の上投影すること。  

ウ 審査会当日、審査員に対して事前提出書類以外の資料を配布することは禁止する。  

エ 審査は、参加団体及び参加団体を特定できる事項の記載のない企画提案書を基に 

実施する。  

（５）選定方法  

企画提案書等の提出書類及び審査会での内容に基づき審査を行い、公社が想定する 

基準を満たし、総合点の最も高い提案をした団体を選定する。ただし、選定に当たっ 

ては、公社が定めた仕様書の内容を満たしていることを条件とする。  

（６）注意事項  

ア 出席者は各社５名以内に限る。  

イ 企画審査会の詳細（集合時間、集合場所等）は別途連絡する。  

ウ 指定された時刻の５分前には、集合場所に待機すること。開始予定時刻に遅刻し 

た場合は、辞退とみなす場合がある。  

エ プレゼンテーションは、所定の時間を厳守すること。時間を超過した場合、説明 

の途中であっても打ち切る場合がある。  

 

８ 審査基準  

別添「落札者決定基準」のとおり  

 



９ 審査結果通知  

審査会に参加した全ての応募者に対し、原則、審査会終了の 2 営業日後に通知する。  

 

10 選定された企画提案者の責務  

選定された企画提案者は、別途公社との間で委託契約を締結するものとする。 

  

11 その他  

（１）企画提案応募及び企画提案書作成に要する全ての費用は、応募者の負担とする。  

（２）採用された企画提案の提出物に係る所有権及び著作物(著作権法(昭和 45 年法律第 48

号))は公社に帰属するものとする。なお、企画提案の実施に当たり、第三者の権利に係

る著作物を利用する場合においては、当該著作物に係る一切の権利処理は採用された

応募者の責任において行うものとする。  

（３）本案件は、企画提案書に加えて経費内訳書の提出を求めている案件であるため、委託

契約の締結手続きに伴う見積書は、企画提案書とともに提出された経費内訳書に記載

された金額以下とすること。  

（４）東京都競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱（平成 18 年４月１日付 17 財経総

第 1543 号）に基づく指名停止又は競争入札参加資格の取り消し期間中の事業者からの

応募は受け付けない。  

（５）審査経過等に関する問い合わせに応じないとともに審査結果についての異議申し立

ては一切受け付けない。  

 

12 問合せ先  

〒１６３－０８１７  

東京都新宿区西新宿２－４－１ 新宿ＮＳビル 17 階  

公益財団法人東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター  

温暖化対策推進課  創エネ支援チーム 

電話：03-5990-5086 

メールアドレス：cnt-accelerator@tokyokankyo.jp   



 

 

企画提案書作成要領 

 

１ 企画提案書の様式  

（１）企画提案書は A4 版 25 枚以内（両面カラー刷り）、左上１か所閉じで作成すること。  

（２）企画提案書（要約版）は A3 版１枚（両面カラー刷り）で作成すること。  

（３）企画提案書の様式は任意である。  

 

２ 企画提案書の内容  

別添「評価項目、評価の観点及び配点」及び以下の観点を参考に提案を行うこと。  

（１）企画案  

提出する企画案は、採択された場合に実現可能な提案内容とすること。  

・ 当該事業終了時までに実施すべき事項の企画提案  

・ 広く募集をかけるための広報戦略の提案  

・ 当該事業の技術審査を実施する上で想定している審査メンバーの提案 

・ 当該事業の進捗管理方法の提案  

・ 本事業の内容や成果の効果的な情報発信に関する提案  

 

（２）実施体制等  

・ 企業の公募から当該事業終了時までのスケジュールの計画  

・ 事業実施を可能とする経営規模の提示（資本金、自己資本比率、業績等）  

・ 事業実施を可能とする体制の提示（人員配置、役割分担、業務プロセス等）  

・ 類似業務を受託したことがある際は、その内容及び実績  

 

（３）断熱改修に関わる企業及びスタートアップの選定方針 

ア 次に掲げる「断熱改修に関わる企業選定の適格要件」を参照した企業の選定 

方針案 

【断熱改修に関わる企業選定の適格要件】  

・断熱改修に関わる企業であること。 

・協働プロジェクト創出に向けたスタートアップとのワークショップなどに参加

し、連携すること。 

・本事業の趣旨を理解し、意欲的かつ継続的に取り組む姿勢を示していること。 

イ 仕様書の「 【別表１】スタートアップ選定の適格要件」を参照したスタートア

ップの選定方針案 

 

（４）上記のほか、本事業の目的を達成するために独自の企画提案があれば記載すること。 

別紙 


